
 
 
 

令和８年第１回焼却施設等周辺地域連絡会議を令和８年２月６日に開催しました。 
 

【参加者】 周辺地域代表者４名、道央農業協同組合１名、恵庭土地改良区 1 名、傍聴者 ２名 

市 ７名（副市長・生活環境部・水道部）、焼却施設運転管理 ４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．連絡会議の役員選出について 

恵庭市焼却施設等周辺地域連絡会議開催要領第４条に基づき、令和８年の会長・副会長を選出しました。 

会長 島漁太・林田町内会長、副会長 水間春日町内会長 

 

２．焼却施設の運転状況について 

１）令和７年 焼却量は 12,47０t/年（前年から約 69t 増加） 

令和８年 計画焼却量は 12,565t/年 

 

２）燃焼ガス温度、集じん機入口温度、排ガス中の一酸化炭素濃度の測定結果（令和 7 年） 

 

３）焼却施設における排ガスの測定結果（令和６年）  

 
 

 

４）焼却施設のモニタリング実施結果について 

  焼却施設の施設運営、維持管理は令和６年度から１５年間の長期包括的管理運営事業となり、施設 

運営が事業契約書・要求水準書に基づき着実に実施されているか、モニタリング（履行監視）を実施 

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼却施設等周辺地域連絡会議 結果報告 

令和８年の主な報告協議内容は下記のとおりです。 

連 絡 会 議：焼却施設や下水終末処理場等の周辺地域の住民や当該地域に関係する団体等と施設 

の運転状況等の情報を共有し、環境に関する課題を協議することを目的に平成２９ 

年から毎年開催しているもの 

構成メンバー：周辺地域代表者（中島松、春日、漁太・林田、北栄町内会）、道央農業協働組合 

恵庭土地改良区、恵庭市 



３．周辺環境モニタリング調査結果について（令和７年） 

１）大気中のダイオキシン類濃度（単位：pg-TEQ/ｍ３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）土壌中のダイオキシン類濃度（単位：pg-TEQ/ｇ） 

 
 

 

４．施設周辺地域対策助成事業について 

 

 

１）農業用廃プラスチック適正処理事業 

 

 

 

     令和７年は約１３８ｔの廃プラスチックのリサイクル料金を市で助成しました。 

     令和８年も継続予定 

 

 

２）施設周辺地域生活環境向上助成 

 

 

 

     令和７年の助成対象は０件 令和８年も継続予定 

 

５．下水終末処理場、生ごみ・し尿処理場運転管理状況について 

１）下水終末処理場処理状況（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）生ごみ・し尿処理場処理状況（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

３）汚泥乾燥施設処理状況（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

４）消化ガス発電状況（令和６年度） 

 

 

 

 

６．その他 

質疑回答 

Q 以前、焼却施設に消防車が来ていたが、何かあったのか。  

A 令和 7 年 11 月 11 日正午ごろ、ごみピット内でごみが燃えているのを焼却施設職員が発見し

ました。放水銃によりすぐに消火しましたが、消防に連絡し確認をお願いしました。なお、発

火物は、仏具と一緒に捨てられていた未使用のマッチであると考えられます。未使用のマッチ

は水に浸しキケンごみとして排出するものであるため、適正な分別の周知を徹底してまいりた

いと思います。 

 

Q 発火による施設への影響はあったか。  

A 施設への影響はありませんでしたが、現場確認で１～2 時間ほど一時的に搬入の受付を停止し

たため、搬入する方に待って頂く結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
発行、問い合わせ先      恵庭市生活環境部ゼロカーボン推進室廃棄物管理課 

電話             ０１２３－３３－３１３１（内 1135） 

Mail             haikibutsu@city.eniwa.hokkaido.jp 

恵庭市農業用廃プラスチック適正処理対策協議会が恵庭市内の農業者から排出される農業用廃プ

ラスチックを回収し、リサイクルする費用を市が助成するもの 

 

施設周辺地域（中島松、春日、漁太・林田、北栄）に個別排水処理施設を新たに設置する 

際に、個人が負担する分担金相当額を市が助成するもの 当日の会議資料は恵庭市ホームページで公表しております。 

報告内容について、ご不明な点があれば恵庭市廃棄物管理課までご連絡ください。 

 

連絡会議は、原則公開としており、周辺地域にお住いの方は誰でも傍聴可能です。 

毎年 2 月に定期開催しておりますので、多くの皆さんのご参加をお待ちしております。 

設置を検討している方は

市までご相談を 

mailto:haikibutsu@city.eniwa.hokkaido.jp

